
清掃面積等調書

建物外部清掃

作業内容 回数 備考 作業内容 回数 備考

１号館 玄関周辺、掲示板 36.00 除塵、水拭き、拾い掃き 毎日
動物の糞洗浄、
虫の巣等撤去

タイル床一般洗浄 年2回
土日祝日又は9時までに
に実施。ただし休業期間
は平日に実施可能

３号館 玄関周辺 36.00 除塵、水拭き、拾い掃き 週2回
動物の糞洗浄、
虫の巣等撤去

タイル床一般洗浄 年2回
土日祝日又は9時までに
に実施。ただし休業期間
は平日に実施可能

４号館 食堂周辺 12.00
除塵、水拭き、拾い掃
き、机及び椅子水拭き

週2回
動物の糞洗浄、
虫の巣等撤去

タイル床一般洗浄 年2回
土日祝日又は9時までに
に実施。ただし休業期間
は平日に実施可能

５号館
玄関周辺、外階段、
外通路、スロープ、
掲示板

40.00 除塵、水拭き、拾い掃き 毎日
動物の糞洗浄、
虫の巣等撤去

タイル床一般洗浄 年2回
土日祝日又は9時までに
に実施。ただし休業期間
は平日に実施可能

体育館
玄関周辺（表・裏）、
外階段、外通路、ス
ロープ、バルコニー

115.00 除塵、水拭き、拾い掃き 週2回
動物の糞洗浄、
虫の巣等撤去

タイル床一般洗浄 年2回
土日祝日又は9時までに
に実施。ただし休業期間
は平日に実施可能

図書館 玄関周辺 12.00 除塵、水拭き、拾い掃き 毎日
動物の糞洗浄、
虫の巣等撤去

タイル床一般洗浄 年2回
土日祝日又は9時までに
に実施。ただし休業期間
は平日に実施可能

図書館裏 外階段、舞台周辺 24.00 拾い掃き 年6回
動物の糞洗浄、
虫の巣等撤去

附属教育研究施設管理棟 玄関周辺 12.00 除塵、水拭き、拾い掃き 週2回
動物の糞洗浄、
虫の巣等撤去

タイル床一般洗浄 年2回
土日祝日又は9時までに
に実施。ただし休業期間
は平日に実施可能

中央棟
外通路、外階段
中央棟下周辺（喫煙
所含む）

20.00
灰皿清掃、吸殻収集、拾
い掃き

隔週1回
（灰皿清掃、
吸殻収集週1

回）

動物の糞洗浄、
虫の巣等撤去

タイル床階段洗浄
（機械を用いた洗
浄不可）

年1回
土日祝日又は9時までに
に実施。ただし休業期間
は平日に実施可能

外通路、外階段

外通路、外階段（体
育館～1号館、４号館
～5号館、3.4号館～
駐車場、クラブハウ
ス）

490.00 拾い掃き 週1回
動物の糞洗浄、
虫の巣等撤去

4～5号館外通路側
面パネル清掃

年1回
土日祝日又は9時までに
に実施。ただし休業期間
は平日に実施可能

駐車場 駐車場周辺、外階段 3,500.00 拾い掃き 隔週1回
車が無ければ落ち
葉撤去は、ブロワ作
業可能

駐輪場 駐輪場周辺、掲示板 252.00 拾い掃き 隔週1回
動物の糞洗浄、
虫の巣等撤去

インターロッキング レンガ箇所 10,000.00
拾い掃き、椅子、椅子水
拭き

隔週1回
動物の糞洗浄、
虫の巣等撤去

インターロッキング以外
コンクリート又はアス
ファルト箇所

14,000.00
拾い掃き、椅子、椅子水
拭き

隔週1回
動物の糞洗浄、
虫の巣等撤去

カスケード～噴水
カスケード～噴水周
辺

水抜き、落ち葉及
び汚泥等の撤去、
洗浄（ブラシ又は高
圧洗浄機）、周辺
草刈り

年２回
オープンキャンパス、卒
業式前に実施

ｶﾞﾗｽ清掃（1年１回はオープンキャンパス前に実施）

庁舎 面積（㎡） 作業内容 回数

１、２号館 1,495.00 洗浄

【廊下、階段、玄
関】年2回
【各部屋、トイレ】年
1回

３、４号館 1,338.00 洗浄

【廊下、階段、玄
関】年2回
【各部屋、トイレ】年
1回

５号館 461.00 洗浄

【廊下、階段、玄
関】年2回
【各部屋、トイレ】年
1回

体育館 167.00 洗浄 年1回

図書館 470.00 洗浄 年2回

クラブハウス 97.00 洗浄 年1回

附属教育研究施設管理棟 65.00 洗浄

【廊下、階段、玄
関】年2回
【各部屋、トイレ】年
1回

附属教育研究施設管理棟 22.00 洗浄 年1回

中央棟 532.00 洗浄 年2回

１、２号館 80.00 洗浄 年2回

図書館 9.00 洗浄 年2回

中央棟 36.00 洗浄 年2回

定期

場所

庁舎 場所 面積（㎡）

日常

備考

屋根明り取り

屋根明り取り

各部屋、廊下、階段、トイレ、玄関（ホー
ル及び風除室含む）

各部屋、廊下、階段、トイレ、玄関（ホー
ル及び風除室含む）

各箇所、トイレ、玄関（ホール及び風除
室含む）

共用箇所、クラブ部室

各部屋、廊下、階段、トイレ、玄関（ホー
ル及び風除室含む）

各部屋、廊下、トイレ、玄関（ホール及
び風除室含む）

中央棟

屋根明り取り窓、天窓

ガラス窓外側のみ

食品加工場

各部屋、廊下、トイレ、玄関（ホール含
む）

屋根明り取り窓は、内側のみの清掃とする。

足場を設置して清掃すること。（壁等にアンカーは打ち
込まないこと）

食品加工場内の清掃資機材は、他の場所のものと区
別したものを使用すること。

高所作業車が進入できる場所は高所作業車を使用し
て清掃を行うこと。

高所作業車が進入できる場所は高所作業車を使用し
て清掃を行うこと。

天窓は、専用の稼働式梯子を使用し、天窓に乗らない
ように清掃すること。屋根明り取り窓は、内側のみの清
掃とする。

屋根明り取り窓は、内側のみの清掃とする。


